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高座清掃施設組合 人事行政の運営等の状況 

 

 本組合職員の給与や勤務時間等の状況について、皆様に広く知っていただく 

ことを目的に、「高座清掃施設組合人事行政の運営等の公表に関する条例」に基

づき公表しています。 

 

１ 職員の任免及び職員数等に関する状況 

 （構成市派遣職員は除きます。） 

（１）職員の総数 

 条例上に定数と現在の職員数       （各年４月１日現在）（単位：人） 

区 分 令和３年 令和２年 

職員定数 １１８ １１８ 

職員数 

５６ 

（10） 

５８ 

（９） 

１ 

（１） 

１ 

（１） 

（注）１ 職員数には、会計年度任用職員及び非常勤職員は除きます。 

   ２ （  ）内は、再任用職員です。（内数） 

（参考）職員数下段は、女性職員数です。（  ）は、前年度実績です。 

 

（２）職種別職員数の状況         （各年４月１日現在）（単位：人） 

職 種 
職員数 

対前年増減数 
令和３年 令和２年 

一般行政職 
２９ 

（4） 

２４ 

（3） 

５ 

（１） 

技能労務職 
２７ 

（6） 

３４ 

（6） 

△７ 

（０） 

合 計 
５６ 

（10） 

５８ 

（9） 

△２ 

（１） 

（注）１ 職員数は、会計年度任用職員及び非常勤職員は除きます。 

   ２ （  ）内は、再任用職員です。（内数） 
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（３）年齢別職員数の状況 

  ア 年齢別職員数         （令和３年４月１日現在）（単位：人） 

年 代 人 数 構成比（％） 

１０歳代 ０ ０ 

２０歳代 ０ ０ 

３０歳代 ４ ７．１ 

４０歳代 １９ ３３．９ 

５０歳代 ２３ ４１．１ 

６０歳代 １０ １７．９ 

計 ５６ １００．０ 

 

  イ 全職員の平均年齢            （各年４月１日現在） 

区 分 令和３年 令和２年 

平均年齢 ５１．１０歳 ５０．９歳 

 

 

（４）採用試験の実施状況 

 

  ア 職種別採用職員数（単位：人）                

職 種 令和３年 令和２年 

一般行政職 

実績なし 実績なし 技能労務職 

計 

（注）１ 各職種の下段は、女性の採用者です。（内数） 

   ２ 再任用職員は除きます。 

 

  イ 採用試験の実施状況           （令和２年度）（単位：人） 

職種 受験者 
一次試験 

合格者 
最終合格者 倍率 

一般行政職 

（事務職等） 
実績なし 

技能労務職 

計 

 

 

 

 

 

2



 
 

（５）退職者の状況 

 事由別退職者の数               （令和２年度）（単位：人） 

職 種 定 年 勧 奨 自己都合等 計 

一般行政職 
１ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

１ 

（０） 

技能労務職 
０ 

（１） 

２ 

（０） 

０ 

（０） 

２ 

（１） 

計 
１ 

（１） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

３ 

（１） 

（注） （ ）内は前年度の状況です。 

 

（６）再任用の状況 

   再任用とは、地方公務員法に基づき定年退職者を従前の勤務実績により 

  任用する制度です。 

   なお、再任用職員には、週３８時間４５分を勤務するフルタイム（常勤） 

  職員と短時間勤務職員があり、採用者数は次のとおりです。 

                   （令和３年４月１日現在）（単位：人） 

職 種 フルタイム（常勤）職員 短時間職員 

一般行政職 
４ 

（２） 

０ 

（１） 

技能労務職 
６ 

（６） 

０ 

（０） 

計 
１０ 

（８） 

０ 

（１） 

（注）１ （ ）内は前年度の状況です。 

   ２ 職種は、再任用時の職種です。 

 

（７）構成市からの派遣の状況 

                   （令和３年４月１日現在）（単位：人） 

構成市名 派遣人数 

海老名市 ２ 

綾瀬市 ０ 

座間市 ０ 
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２ 職員の給与の状況 

（１）人件費の状況                       （決算） 

区分 
歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

（Ｂ/Ａ） 

令和２年度 
     千円 

 2,776,100   

     千円 

  256,372 

     千円 

544,179 

      ％ 

19.60 

令和元年度 
     千円 

 2,302,463   

     千円 

  506,626 

     千円 

555,789 

      ％ 

24.13 

 

（２）職員給与費の状況                     （決算） 

区分 
職員数 

Ａ 

給与費 一人あた

り給与費

Ｂ/Ａ 
給料 職員手当 

期末勤勉

手当 

計 

Ｂ 

令和２年度 
  人 

 59 

  千円 

234,638 

  千円 

66,368 

  千円 

101,303 

  千円 

402,309 

  千円 

6,818 

令和元年度 
  人 

 64 

  千円 

247,011 

  千円 

76,193 

  千円 

103,992 

  千円 

427,197 

  千円 

6,675 

（注） 職員手当には退職手当は含みません。 

    職員数は、会計年度任用職員及び非常勤職員は除きます。 

 

（３）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況 

  ア 一般行政職 

                        （令和３年４月１日現在） 

区分 
平均年

齢 
平均給料月額 平均給与月額 

平均給与月額 

（国ベース） 

令和３年度 
本組合 50.8 歳 399,500 円 435,580 円 400,586 円 

国 43.2 歳 327,564 円 － 408,868 円 

令和２年度 
本組合 49.6 歳 343,200 円 445,300 円 411,500 円 

国 43.2 歳 327,564 円 － 408,868 円 

 

  イ 技能労務職 

                        （令和３年４月１日現在） 

区分 
平均年

齢 
平均給料月額 平均給与月額 

平均給与月額 

（国ベース） 

令和３年度 
本組合 53.0 歳 316,000 円 392,552 円 368,178 円 

国 50.9 歳 287,283 円 － 328,862 円 

令和２年度 
本組合 51.8 歳 320,000 円 396,467 円 377,450 円 

国 50.9 歳 287,283 円 － 328,862 円 
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（注）１ 平均給料月額は、職員に支給される基本給としての給料の合計額を 

     職員数で除したものです。（給与実態調査資料より） 

   ２ 平均給与月額は、給料と職員手当（扶養手当、地域手当等）の合計 

     額を職員数で除したものです。（給与実態調査資料より） 

   ３ 平均給与月額（国ﾍﾞｰｽ）は、国家公務員の平均給与月額には時間外 

     勤務手当、特殊勤務手当等の実費・実績給が含まれていないことか

ら、比較のために国家公務員と同じベースで合計した額を職員数で

除したものです。 

     

（４）職員の初任給の状況 

                       （令和３年４月１日現在） 

区分 

一般行政職 技能労務職 

学歴 初任給 
経験年数

10 年 
初任給 

経験年数

10 年 

本組合 
高校卒 160,100 円 229,500 円 

154,900 円 228,100 円 
大学卒 186,700 円 266,500 円 

国 
高校卒 150,600 円 － 

－ － 
大学卒 186,700 円 － 

  

 

（５）級別職員数の状況 

                       （令和３年４月１日現在） 

（注） （ ）は、再任用職員で内数です。 

区分 級 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％） 

一般行政職 

８級 事務局長 １ ３．２ 

７級 次長、専任参事、参事 １ ３．２ 

６級 課長、室長、主幹 ４（１） １２．９ 

５級 係長、副主幹 ６ １９．４ 

４級 主査 ９ ２９．０ 

３級 主任主事 ８（１） ２５．８ 

２級 主事 ２（２） ６．５ 

１級 主事補 － － 

計 － ３１（４） １００．０ 

技能労務職 

５級 主任（技術員） １０ ３７．１ 

４級 副主任（技術員） ５ １８．５ 

３級 技術員 ６ ２２．２ 

２級 技術員 ６（６） ２２．２ 

１級 技術員 － － 

計 － ２７（６） １００．０ 
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（６）昇給制度の状況 

  勤務成績 

昇給区分 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

管理職員 ８号給以上 ６号給 ３号給 ２号給 昇給しない 

その他職員 ８号給以上 ６号給 ４号給 ２号給 昇給しない 

５５歳以上職員 ４号給以上 ３号給 ２号給 １号給 昇給しない 

（説明） 

 １年間（暦年）の勤務日数を勤務成績として５段階で評価し、上表の区分に

当てはめて昇給に反映させています。良好な勤務成績の者は中位（Ｃ）が適用

されます。下位評価となる例は、休職者や育児休業者など一定期間以上の勤務

実績がない場合に適用されます。勤務成績の最上位（Ａ）及び次位（Ｂ）につ

いては、昇給に反映させていません。現在、勤務成績は（Ｃ）となります。  

 

（７）職員手当の状況 

  ア 期末・勤勉手当                （令和２年度） 

（注）１ 下段は、再任用職員に係る支給割合です。  

   ＊ 期末勤勉手当は、民間企業で支払われるボーナスに相当する手当 

     です。 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
本組合 国 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

期末・勤勉

手 当 支 給

割合 

６月期 
1.3 月分 0.95 月分 1.3 月分 0.95 月分 

0.725 月分 0.45 月分 0.725 月分 0.45 月分 

１２月期 
1.25 月分 0.95 月分 1.25 月分 0.95 月分 

0.725 月分 0.45 月分 0.725 月分 0.45 月分 

計 
2.55 月分 1.90 月分 2.55 月分 1.90 月分 

1.45 月分 0.9 月分 1.45 月分 0.9 月分 

１人当たりの 

平均支給額 
1,680,500 円 － 

加算措置の状況 役職加算 5％～20％ 
役職加算 5％～20％ 

管理職加算 10％～25％ 
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  イ 退職手当                    （令和２年度） 

本組合 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 19.6695月分 24.586875 月分 勤続 20 年 19.6695月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395月分 33.27075月分 勤続 25 年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続 35 年 39.7575月分 47.709 月分 勤続 35 年 39.7575月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

その他の加

算措置 

定年前早期退職特例措置

（2％～20％） 

その他の加

算措置 

定年前早期退職特例措置

（2％～45％） 

令和２年度定年・勧奨退職者 平均支給額   2,151 万円  

 

  ウ 地域手当                   （令和２年度） 

支給対象地域 海老名市 

支給率 １２％ 

支給対象職員 全職員 

支給対象職員１人当たり平均支給年額

（令和２年度決算） 

＊令和２年度支給対象職員数 ５９人 

５０５，３０５円 

支給実績（令和２年度決算） ２９，８１３千円 

  ＊ 給料、扶養手当、管理職手当の合計額に支給率を掛けた金額を支給し 

   ます。 

 

  エ 特殊勤務手当                 （令和２年度） 

支給実績（令和２年度実績） ９７４千円 

職員全体に占める手当支給職員割合 ２８．８％（１７名） 

支給対象職員１人当たり平均支給年額 ５７，２９４円 

手当の種類（手当数） ３種 

代表的な手当の

名称 

支給額の多い手当及

び多くの職員に支給

される手当 

し尿・ごみ処理業務手当 

毒物取扱手当 

危険現場手当 

 

 

  オ 時間外勤務手当（休日勤務手当を含む）     （令和２年度） 

支給総額 １７，１１５千円 

支給対象職員１人当たり支給年額 ３１６，９４４円 

  ＊ 正規の勤務時間以外に勤務した職員に支給する。 

  ＊ 休日勤務手当とは、祝日法による休日及び年末年始の休日に勤務を命 

   じられた職員に支給する。  
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 カ その他の手当                  （令和２年度） 

区分 内容及び支給単価 国の制度 

支給実績 

（令和２年

度決算） 

支給対象職員

１人当たりの

支給年額（令和

２年度決算） 

扶養手当 

配偶者  月額 7,500 円 

子    月額 11,000 円 

その他  月額 7,500 円 

満 16 歳から満 22 歳まで 

の子に対する加算額 

     月額 5,000 円 

配偶者  月額 6,500 円 

子    月額 10,000 円 

その他  月額 6,500 円 

満 16 歳から満 22 歳まで 

の子に対する加算額 

     月額 5,000 円 

9,063  

千円 
181,260 円 

住居手当 

借家・借間 支給上限額 

月額 30,000 円（構成市内） 

月額 28,000 円（構成市外） 

借家・借間 支給上限額 

    月額 28,000 円 

1,752 

  千円 
35,040 円 

通勤手当 

交通機関等の利用者 

（6か月を超えない範囲内

で１か月を単位とした最も

長い期間の定期券の価格）

支給上限額  55,000 円 

交通用具利用者 

（通勤のための自動車等の

使用を常例とし、通勤距離

が片道 2 ㎞から 

2,500 円～31,600 円 

交通機関等の利用者 

（6か月を超えない範囲内

で１か月を単位とした最も

長い期間の定期券の価格）

支給上限額  55,000 円 

交通用具利用者 

（通勤のための自動車等の

使用を常例とし、通勤距離

が片道 2 ㎞から 

2,000 円～31,600 円 

3,494 

  千円 
59,220 円 

管理職 

手当 

職制上の職務に応じて月額 

42,000 円～86,000 円 

職制上の職務に応じて月額 

46,300 円～139,300 円 

4,157 

  千円 
831,400 円 

 

 

（８）特別職の給料及び議員等報酬の状況 

                                       （令和２年度） 

区 分 給料・報酬年額等 

給 料 
組合長 １３５，０００円 

副組合長 １０８，０００円 

報 酬 

議長 ７８，０００円 

副議長 ６６，０００円 

議員 ６０，０００円 

監査委員 ５１，０００円 
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３ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間、休憩時間の概要 

                           （令和２年４月１日現在） 

  職員の勤務時間は、８時３０分から１７時１５分までのうち６０分の休憩 
 時間を除いた１日７時間４５分、週３８時間４５分です。 
 
  8：30             12：00     13：00                   17：15 

   
 ←休憩時間→  

  ＊ 上記は、標準的な勤務を示したもので、交替制勤務職員は別な勤務形態 

  となっています。 

 

 

（２）職員の年次休暇の概要と取得状況 

  労働基準法の規定に従い、原則として１年に２０日の有給休暇が与えられ 

 ます。 

令和２年度 平均取得日数 令和元年度 平均取得日数 

１８．０日 １７．３日 

 

 

（３）介護休暇の概要と取得状況 

  職員が要介護状態にある家族を介護するための休暇制度（無給）があり、 
 連続する６ヶ月取得することができます。介護休暇は、１日単位ではなく、 
時間単位（１日最長４時間）で取得することもできます。 

区 分 取得者数 
令和２年度 令和元年度 

介護休暇 ０（０）人 ０（０）人 
（注）（ ）内は、女性の取得者数であり、内数です。 
 
 

（４）疾病休暇の概要と取得状況 

  職員が負傷または疾病のために勤務できない場合、医師の証明書等に基づ 
 き、療養のために必要最小限度の期間、勤務することが免除されます。 

区 分 取得者数 
令和２年度 令和元年度 

病気休暇 １４人 １７人 
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（５）職員の育児休業の概要と取得状況 

  職員が育児をするための休業制度があり、最長３年間取得することができ 
 ます。育児休業は１日単位で、部分休業は時間単位（１日最長２時間）で取 
 得することができます。 

区 分 取得者数 
令和２年度 令和元年度 

育児休業 ０（０）人 ０（０）人 
部分休業 １（１）人 １（１）人 

（注）（ ）内は、女性の取得者数であり、内数です。 
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（６）特別休暇の概要（令和２年４月１日現在） 
  年次休暇以外にも、下記の事由に該当する場合は、特別休暇が認められます。 

 
 

種 類 具体的な内容 付与日数 

骨髄提供のための休暇 骨髄移植のための骨髄液の提供等を行うため 必要な期間 
ボランティア休暇 自発的に報酬を得ないで社会貢献活動を行う場合 年５日以内 
結婚休暇 職員が結婚した場合 ７日以内 
女性職員の産前休暇 ８週間以内に出産予定の女性職員が申し出た場合 ８週間以内 

女性職員の産後休暇 女性職員が出産した場合 
出産後８週間以

内 

育児時間 生後１年に満たない子を育てる場合 
１日２回 
各３０分以内 

妻の出産補助休暇 職員の妻が出産する場合 ３日以内 

男性職員の育児参加休

暇 

職員の妻の出産にあたり、出産に係る子又は満９歳

に達する日後の最初の３月３１日までの子の育児を

する場合 
５日以内 

子の看護休暇 
満９歳に達する日後の最初の３月３１日までの子の

看護を行う場合 

年７日以内（２

人の場合は１０

日以内） 

忌引休暇 親族が死亡した場合 １日～１０日 

夏季休暇 夏季における心身の健康保持・増進等を図る場合 ３日 

母子保健法による健康

診査等 
妊娠中の女性職員が母子保健法による保健指導又は

健康診査を受ける場合 

妊娠２３週まで

は４週間に１

回、２４週から

３５週までは２

週間に１回、３

６週から出産ま

で１週間に１回

必要と認める時

間 

通勤緩和 
妊娠中の女性職員が 通勤に利用する交通機関の混

雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程

度であると認められる場合 

１日につき１時

間の範囲内 

生理休暇 女子職員が生理のため勤務することが困難な場合 ２日以内 

リフレッシュ休暇 
高座清掃施設組合職員表彰規定第４条に定める勤続

表彰を受けた場合 
勤続年数に応じ 
２日～３日 
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（７）安全衛生管理体制の整備状況  
  本組合では、安全衛生管理者等を選任し安全衛生委員会を設置しています。 
  また、産業医を配置し、定期的に職場の巡視、健康に関する相談等を実施 
し、執務環境の改善、健康の増進を図っています。 

 
 
４ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

   職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、分限処分や懲戒 
  処分により免職されたり、給料を減額されたりします。 
   分限処分とは公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは公 
  務員としてふさわしくない非行があった場合に秩序を維持するために行う処 
  分です。 
（１）分限処分                 （令和２年度）（単位：人） 

処分事由 降任 免職 休職 降給 

勤務実績が良くない場合 ０（0） ０（0） ０（0） ０（0） 

心身の故障の場合 ０（0） ０（0） ２（4） ０（0） 

職制、定数の改廃、予算の減少

により廃職、過員を生じた場合 
０（0） ０（0） ０（0） ０（0） 

刑事事件に関し起訴された場合 ０（0） ０（0） ０（0） ０（0） 

計 ０（0） ０（0） ２（4） ０（0） 

（注）（ ）内は前年度の状況です。 

 

（２）懲戒処分                 （令和２年度）（単位：人） 

処分事由 免職 停職 減給 戒告 

法令に違反した場合 ０（0） ０（0） ０（0） ０（0） 

職務上の義務に違反し、または

職務を怠った場合 
０（0） ０（0） ０（2） ０（1） 

全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行のあった場合 
０（0） ０（0） ０（0） ０（0） 

計 ０（0） ０（0） ０（2） ０（1） 

（注）（ ）内は前年度の状況です。 
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５ 職員の服務に状況 

（１）服務に関する基本原則の概要 

基本原則 概 要 

職務専念義務 職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務

遂行しなければならない。 

信用失墜行為の禁止 職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉と

なる行為をしたりしてはならない。 

営利企業等の従事制限 営利企業等に従事することは制限されており、従事

する場合には許可を受けなければならない。 

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止される。 

守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

政治的行為の制限 職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する

等の政治的行為が禁止される。 
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６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（１）研修原則 

  研修は、組合行政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員が現につ 

 いている職又は将来つくことが予想される職の職務の遂行に必要な知識及び 

技術等を増進するものでなければならない。 

 

（２）研修実施状況（派遣研修）（単位：人） 

区 分（講習名・研修先） 受講者数 

業務委託コース運転管理等業務（東京二十三区清掃一部事務組合） ２ 

廃棄物処理施設技術管理者講習（日本環境衛生センター） １ 

障害者職業生活相談資格認定講習会（神奈川労務局） ２ 

自由研削といし（㈱IHI 技術教習所） １ 

特化物・四アルキル鉛作業主任者（㈱IHI 技術教習所） １ 

刈払い機取扱業務他（㈱IHI 技術教習所） ５ 

ﾌﾙﾊｰﾈｽ型墜落制止用器具作業（㈱IHI 技術教習所） ７ 

伐木等の業務（㈱IHI 技術教習所） ２ 

電気取扱（高圧及び特高圧）（㈱IHI 技術教習所） １ 

 

（３）職員の人事評価制度の概要と結果の状況及びその他の制度への活用 

この制度は本組合の目標、ビジョンを確実に達成していくために、上司と部

下が共通認識の基に職務基準を設定し、期ごとに業務を確実に遂行していく習

慣づけを行うマネジメントシステムであり、職務基準を達成していく過程で人

材の育成を行います。 
本組合では、職員の業績、能力、態度等について公正・的確に評価し、職 

 員の育成に役立てる人事考課制度を試行し、運用に向けて検討しております。 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）共済組合の短期給付及び長期給付の概要 

  短期給付は、病気、負傷などの場合に支払われる保健給付、育児休業など 

 の場合に支払われる休業給付、災害などに支払われる災害給付、それ以外の 

 附加給付などがあります。 

  長期給付（厚生年金相当部分、職域年金相当部分）は、職員（共済組合員）

が退職し、障がいの状況となり、または死亡した場合に、職員等の生活の安

定を図ることを目的として支給されています。 

  ア 退職共済年金 

    職員（共済組合員）期間等２５年以上の者が退職したときに６５歳に 

   達したとき等に支給 

  イ 障害共済年金 

    法定の障害等級の状態にある場合に障がいの程度に応じて支給 

  ウ 障害一時金 

    軽度の障害の状況のときに支給 

  エ 遺族共済年金 

    組合員が死亡したときに遺族に支給 

   

（２）共済組合の福祉事業の概要 

  福祉事業としては、職員（共済組合員）の保健保持、疾病予防事業などの 

 保健、保養及び教養に資する事業、保養所の経営などの宿泊事業、住宅貸付 

 などの貸付事業、貯金事業、物資の斡旋事業など職員の福祉のための事業を 

 行っています。 

 

（３）公務災害補償の概要と実施状況 

  公務（通勤）中における災害により、職員が受傷、死亡した場合には、地方 
 公務員災害補償基金の認定に基づき、補償がなされます。 

区分 
令和２年度 令和元年度 

傷病 死亡 傷病 死亡 

通勤災害 
新規認定件数 １件 ０件 ０件 ０件 

補償件数 ０件 ０件 ０件 ０件 

公務上の

災害 
新規認定件数 １件 ０件 ０件 ０件 

補償件数 ０件 ０件 ０件 ０件 
 

（４）その他職員の福祉のための独自の制度概要 

  ① 労働安全衛生法による職員の定期健康診断を年１回実施しています。 
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   この結果に基づき産業医の事後指導を行い、職員の健康管理に努めてい 
  ます。 

   また、作業上必要な職員に破傷風等の予防接種を必要に応じて行って 
います。 

② メンタルヘルスへの対応状況 
  メンタルヘルスに対しては、臨床心理士による相談（こころの相談室） 

を月１回実施しています。 
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８ 公平委員会の業務の状況（苦情処理、措置要求、不服申立） 

（１）苦情処理制度の概要 

職員は、任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般 
に関する苦情の申出及び相談を公平委員会等にすることができます。 
なお、本組合は地方公務員法第７条第４項の規定に基づいて、公平委員会 

の事務を神奈川県に委託しています。 
 

（２）勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況 

職員は、給与等勤務条件に関して公平委員会（神奈川県人事委員会）に当 
局が適当な措置を講じるよう要求することができます。 

区分 令和２年度 令和元年度 

措置要求件数 ０件 ０件 
 

（３）不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況 

職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会 
（神奈川県人事委員会）に不服の申し立てをすることができます。 

区分 令和２年度 令和元年度 

不服申立件数 ０件 ０件 
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